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石岡台地地区測量等その２業務 

特 別 仕 様 書 

(第２回変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所 

 



 

項   目 内          容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第 1-2 条 

 

（場所） 

第 1-3 条 

 

（業務概要） 

第 1-4 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土地の立入り等） 

第 1-5 条 

 

 

 

 

（班編成） 

第 1-6 条 

 

（一般事項） 

第 1-7 条 

 

 

 

 

 

 

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業石岡台地地

区測量等その２業務（以下「本業務」という。）の施行にあたっ

ては、農林水産省農村振興局制定測量業務共通仕様書（以下

「測量共通仕様書」という。）、設計業務共通仕様書（以下「設

計共通仕様書」という。）及び、用地調査等業務共通仕様書（以

下「用地共通仕様書」という）、によるほか、同仕様書に対する

特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

変更なきにつき省略。 

 

変更なきにつき省略。 

 

本業務の概要は次のとおりであり、詳細は第３章に示すもの

とする。 

（L=4.870km） 

・美野里幹線用水路測量   L=5.250km 

（2.300km） 

・３級水準測量（地表部）    2.272km 

（19 点） 

・３級基準点測量（地表部）     18 点 

                  (0ha) 

・転写連続図の作成      0.420ha 

                  (0km) 

・構造計算及び取りまとめ    7.097km 

 

業務実施のための土地の立入り等は、測量共通仕様書第１６

条によるが、発注者の許可なく土地の踏み荒らし、立木伐採等

行った場合に対する補償は、受注者の責任において処理するも

のとする。 

 

変更なきにつき省略。 

 

業務請負契約書及び各共通仕様書に示す以外の一般事項は、

次のとおりである。 

（１）～（４） 変更なきにつき省略 



 

項 目 内          容 

（配置技術者の確認） 

第 1-8 条 

 

 

 

 

 

（保険加入） 

第 1-9 条 

 

 

 

 

 

第２章 作業条件 

（作業条件） 

第 2-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測量共通仕様書第１１条、設計共通仕様書第 1-11 条及び用地

共通仕様書第４１条、における業務組織計画の作成及び各共通

仕様書第１２条に基づく技術者情報の登録にあたっては、次に

よるものとする。 

（１）～（２）変更なきにつき省略。 

 

 

受注者は、測量共通仕様書第３８条、設計共通仕様書第 1-37

条及び用地共通仕様書第３７条に示されている保険に加入して

いる旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職

員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示

しなければならない。 

 

基本条件は、次のとおりである。 

本測量作業の基準となる既知点は、次表及び別添図面に示す

とおりである。 

本業務の実施にあたっては、以下の事項に留意して作業を進

めるものとする。 

（１）～（４）変更なきにつき省略。 

 

 既設の基準点・水準点名 標高（EL） 備考 

（１） １級水準点 No.3 24.2995m  

（２） KBM.7 24.878m  

（３） 電子基準点水戸 －  

（４） 電子基準点石岡 －  

（５） 電子基準点出島 －  



 

項   目 内          容 

(対象施設) 

第 2-2 条 

（貸与資料） 

第 2-3 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸与資料の取扱い） 

第 2-4 条 

 

（適用する図書） 

第 2-5 条 

 

変更なきにつき省略。 

この業務の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものと

する。他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾を得るものと

する。 

貸 与 資 料 数量 

前歴事業平面縦断図 １式 

令和２年度国営造成水利施設ストックマネジメ

ント推進事業 石岡台地地区測量等業務成果 
１式 

昭和47年度石岡台地農業水利事業第1揚水機場

その他設計 
1 式 

石岡台地農業水利事業 第 1 揚水機場送水路そ

の１工事竣工図 
１式 

また、上記以外で必要な資料がある場合は、監督職員と協議

するものとする。 

 

変更なきにつき省略。 

 

 

この業務の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものと

する。他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾を得るものと

する。貸与資料は次のとおりである。 

 

名 称 等 

制定(改

訂)年月 

平成元年度 土地改良事業標準設計第 4 編パイ

プライン（解説書） 

平成元年 

7 月 

農業水利施設の機能保全の手引き「パイプライ

ン」 農林水産省農村振興局 

平成 28 年

8 月 

土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 計

画「農業用水（パイプライン）」(社)農業農村工

学会 

令和 3年 

6 月 
 



 

項   目 内          容 

第３章 作業内容 

（作業項目及び数量） 

第 3-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業務における作業項目及び数量は、次の作業項目表のとお

りである。 

作 業 項 目 数 量 備 考 

１．作業計画 
（ 〃 ） 

1 業務 
 

２．現地踏査 
（4.870km） 

5.250km 
平地、耕地 

３．中心線測量（地表部） 
（4.870km） 

5.250km 

平地、耕地 

測点間隔

100m 

単曲線区分 0 

４．中心線測量（管内部） 
（3.564km） 

3.945km 

測点間隔

100m 

単曲線区分 0 

５．縦断測量（地表部） 
（4.870km） 

5.250km 
平地、耕地 

６．縦断測量（管内部） 
（3.564km） 

3.945km 
 

７．仮 BM設置測量（地表部） 
（3.564km） 

4.272km 

平地、耕地 

道路上 

８．３級水準測量（地表部） 
(2.300km) 

2.272km 

平地、耕地 

道路上 

９．３級基準点測量（地表部） 
（19点） 

18 点 

200m 間隔 

平地、耕地 

10．３級基準点測量（管内部） 
（11点） 

9 点 
空気弁等の位置 

11．４級基準点測量（地表部） 
（54点） 

102 点 
50m 間隔 

12．４級基準点測量（管内部） 
（136 点） 

144 点 
25m 間隔 

13．区分地上権設定範囲図作成 
（1.438km） 

3.141km 
 

14．空気弁等取外し 
（7箇所） 

5 箇所 
 

15．空気弁等復旧 
（7箇所） 

5 箇所 
 

16.転写連続図の作成 
(0ha) 

0.420ha 
 

17.構造計算及び取りまとめ 
(0km) 

7.097Km 
 



 

 

（作業の留意点） 

第 3-2 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（管理技術者） 

第 3-3 条 

 

 

（担当技術者等） 

第 3-4 条 

 

第４章 打合せ 

（打合せ） 

第 4-1 条 

 

 

 

業務の実施に際し、特に留意する点は次のとおりとする。 

（１）～（５）変更なきにつき省略。 

（６）転写連続図の作成 

図面の用紙はポリエステルフィルム＃３００又は、これ

と同等以上のものとし、規格はＡ１型とする。 

縮尺は、１／５００とする。 

（７）構造計算及び取りまとめ 

対象路線における内外圧荷重に対する構造計算を行い、

許容上載荷重を確認する。計算結果を取りまとめ報告書を

作成する。 

 

（１）管理技術者は、測量共通仕様書第７条３項によるもの

とする。 

（２）変更なきにつき省略。 

 

担当技術者等は、測量共通仕様書第８条、設計共通仕様書第

1-8 条及び用地共通仕様書第１０条によるものとする。 

 

 

測量共通仕様書第１０条、設計共通仕様書第 1-10 条及び用地

共通仕様書第３９条による打合せについては、主として次の段

階で行うものとする。また、初回及び最終回の打合せには管理

技術者が出席するものとする。 

 

初 回 作業着手の段階 

第２回 中間打合せ 

第３回 中間打合せ 

第４回 中間打合せ 

最終回 報告書原稿作成段階 

 

打合せ場所は、関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務

所で行うものとする。 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務

担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容

について、監督職員と相互に確認するものとする。 

ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合において

は、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技術者

の立会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とは

しない。その際、管理技術者は、測量共通仕様書第１１条に定

める業務計画書に基づく業務工程等の管理状況を報告しなけれ

ばならない。 

 



 

項   目 内          容 

第５章 業務管理 

（情報共有システム

の業務について） 

第 5-1 条 

 

第６章 成果物 

（成果物） 

第 6-1 条 

 

 

 

（成果物の提出先） 

第 6-2 条 

 

第７章 契約変更 

（契約変更） 

第 7-1 条 

 

第８章 定めなき事

項 

（定めなき事項） 

第 8-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更なきにつき省略。 

 

 

成果物を測量共通仕様書第１８条、設計共通仕様書第 1-17

条及び用地共通仕様書第１７条に基づき作成し、次のものを提

出しなければならない。 

１～４ 変更なきにつき省略 

 

 

変更なきにつき省略。 

 

 

 

変更なきにつき省略。 

 

 

 

 

変更なきにつき省略。 

 

 


